
４．執行機関

（７）長の不信任議決に関する調　（令和５年４月１日　から　令和７年３月３１日　まで）

① 都道府県分

賛
成
票

反
対
票

白
票
等

その他
の内容

年月日
前
職

新
人

元
職

議決結果 議決日

東京都 R6.6.12 定例会
都政運営に対す
る不信のため

否決 1 118 0

静岡県 R5.7.12 定例会

知事の発言が県
民の信頼性を損
なうものである
と判断されたた
め

否決 50 18 0

可決には出席
議員の４分の
３以上にあた
る51票が必要

兵庫県 R6.9.19 定例会

文書問題への対
応が不適切で
あったことによ
り県政に深刻な
停滞や混乱をも
たらしたため

可決 86 0 0 失職 R6.9.30
R6.11.17の
知事選挙で
再選

可決  1件 議会解散  0件 可決  0件

失職  1件

否決  2件 その他  0件 否決  0件

0件

再度の不信任案の上程の有無

その後の状況 備考

計 3件

都道府県名
不信任案

上程年月日
定例会又は
臨時会の別

不信任案の理由

議決の結果 不信任議決後の状況
議会解散に伴う

選挙の結果



　　②　市区町村分

　　　ア　総括表

可決 否決

（団体） （件） （件） （件） （件） （件） （件） （件） （件） （件） （件）

秋田県 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0

新潟県 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

長野県 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

岐阜県 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0

愛知県 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0

京都府 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

大阪府 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1

兵庫県 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

福岡県 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0

熊本県 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0

沖縄県 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

計 13 15 2 13 2 0 0 2 0 0 2

都道府県名

不信任案を
上程した
市町村数

不信任案を
上程した

件数

議決の結果 不信任議決後の状況 議会解散後の状況

備考
可決 否決 議会解散 失職 その他

再度不信任案上程 再度不信任案
を上程しなか

ったもの

議会の解散後
又は選挙後、
長が辞職した

もの



　　　イ　内訳表

賛
成
票

反
対
票

白
票
等

その他
の内容

年月日
前
職

新
人

元
職

議決結果 議決日

秋田県 鹿角市 R7.1.30 定例会
長としての資質を欠く
ため

可決 13 4 0 議会解散 R7.2.5 11 7 0 有 可決 R7.3.21

R7.4.27の市
長選挙で新
人候補が当
選

新潟県 上越市 R6.9.2 定例会
不適切発言により市政
を混乱させたため

否決 11 21 0

長野県 須坂市 R5.12.12 定例会
市長選挙の出馬表明に
至る経過について、重
大な問題があるため

否決 3 10 1

岐阜県 羽島市 R5.12.22 定例会

事業を「市民第一主
義」で進めることがで
きず、市長として不適
格なため。

否決 5 11 1

岐阜県 岐南町 R5.9.22 定例会

町長によるハラスメン
ト事案は、町の損失で
あり、町のトップとし
ての危機管理能力が欠
如していることから、
町民に不利益を被らせ
るため

否決 7 3 0

愛知県 東郷町 R5.11.27 臨時会

令和5年11月13日以降
報道されている町長の
一連のハラスメント問
題を受け、信なしと判
断したため。

否決 10 6 0

愛知県 大治町 R7.3.21 定例会
町財政の危機的状況や
職員の大量離職のため

否決 4 8 0

京都府 大山崎町 R5.9.22 定例会
独断専行により、町
政・住民の困惑を招い
ているため。

否決 8 4 0

大阪府 岸和田市 R6.12.21 定例会
市長の一連の報道等に
より市政運営に混乱を
招いたため

可決 20 4 0 議会解散 R6.12.24 22 2 0 有 可決 R7.2.17

R7.4.6の市
長選挙で新
人候補が当
選

備
考

議会解散に
伴う選挙の

結果

再度の不信任案の
上程の有無

その後の状
況

不信任議決後の状況

都道府県名 市町村名
不信任案

上程年月日
定例会又は
臨時会の別

不信任案の理由

議決の結果



賛
成
票

反
対
票

白
票
等

その他
の内容

年月日
前
職

新
人

元
職

議決結果 議決日

備
考

議会解散に
伴う選挙の

結果

再度の不信任案の
上程の有無

その後の状
況

不信任議決後の状況

都道府県名 市町村名
不信任案

上程年月日
定例会又は
臨時会の別

不信任案の理由

議決の結果

兵庫県 三田市 R6.3.28 定例会
市政への不信、混乱を
招いたため

否決 10 12 0

福岡県 宮若市 R6.2.16 臨時会
職員に対するハラスメ
ント行為のため

否決 10 6 0

福岡県 宮若市 R6.7.19 臨時会
職員に対するハラスメ
ント行為のため

否決 10 4 0

熊本県 南阿蘇村 R5.9.15 定例会
行政執行能力がないと
の判断のため

否決 10 4 0

熊本県 南阿蘇村 R5.12.8 定例会
行政執行能力がないと
の判断のため

否決 10 4 0

沖縄県 南城市 R6.3.18 定例会

南城市の市政の品格を
保ち、市民の人権を守
るため、不適格な市長
の即刻退陣を求める。

否決 7 11 1

可決  2件 議会解散  2件 可決  2件

失職  0件

否決  13件 その他  0件 否決  0件

2件計 13団体 15件
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